
（平成２３年５月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 28 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 23 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



埼玉国民年金 事案 4220（事案 1080 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 51 年１月から同年 12 月まで 

 私は、社会保険事務所（当時）に行って納付記録を調べてもらったと

ころ、申立期間の国民年金保険料は未納と言われた。私は、申立期間当

時の保険料を現年度納付したので申し立てたが、非あっせんとされた。

今回、私は、申立期間当時、同居していた元夫の分を含めて二人分の保

険料を納付した。 

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについて、申立期間当時、申立人は、市役所で国

民年金保険料を現年度納付したと主張しているが、申立期間後の昭和 52

年１月から同年３月までの保険料は 54 年４月５日に過年度納付しており、

その主張には齟齬
そ ご

が見られる上、当該時点からは、申立期間の保険料は時

効により納付できなかったものと考えられるとして、既に当委員会の決定

に基づく平成 20 年 11 月 13 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   今回、申立人は、申立人が申立期間当時同居していた元夫の国民年金保

険料を含めて一緒に納付したと主張し、その元夫の保険料は納付済みとな

っているところ、その元夫から、申立人が申立期間について、申立人とそ

の元夫の二人分の保険料を納付したとの証言が得られた。これは当委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情と認められることから、申立人は、

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 4223 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年５月から 49 年３月まで 

申立期間について、私は、昭和 45 年 11 月に婚姻届をＡ市役所に提出

した際に国民年金への加入を勧められ、夫婦一緒に加入手続をして、私

の妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付した。その後はＢ市に転居し

たが、Ａ市の時と同様に私の妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付し

た。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 48 年４月から 49 年３月までの期間について、

申立人は、その妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付したとしている

ところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険

者の資格取得時期から、49 年１月頃払い出されたと推認され、その時

点では、申立期間のうち 48 年４月から 49 年３月までは保険料を納付で

きる期間である。 

また、申立人とその妻の国民年金手帳記号番号は夫婦連番で払い出さ

れており、申立人と一緒に納付したとしているその妻は昭和 48 年４月

から 49 年３月までの期間について保険料を納付済みである上、申立人

が 12 か月と短期間である当該期間の保険料を納付できなかった特段の

事情は見当たらない。 

 

２ 一方、申立期間のうち昭和 44 年５月から 48 年３月までの期間につい

ても、申立人は、上記と同様の申立てをしているが、申立人の国民年金



手帳記号番号は、上記のとおり 49 年１月頃払い出されたと推認され、

その時点では、44 年５月から 46 年９月までは時効により保険料を納付

できない期間であり、46 年 10 月から 48 年３月までの期間は遡って保

険料を納付する期間であるが、その妻は遡って保険料を納付した記憶は

無いと申述している上、当委員会においてオンラインの氏名検索等によ

り調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡

も見当たらない。 

また、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



埼玉国民年金 事案 4224 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年３月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月から 44 年３月まで 

    申立期間に係る国民年金保険料は、私の母が、実家のＡ市で納付して

いるはずである。申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、実家のＡ市にいるときに、その母が申立人の国民年金の加入

手続を行い、申立期間に係る国民年金保険料については、その母が納付し

てくれたとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号

番号前後の被保険者の資格取得時期から、昭和 45 年３月頃に払い出され

たと推認され、その時点では、申立期間は保険料を納付できる期間である。 

   また、オンライン記録によると、申立人の国民年金保険料を納付したと

するその母の申立期間に係る保険料は納付済みである上、申立人が 13 か

月間と比較的短期間である申立期間の保険料を納付できなかった特段の事

情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間を除き国民年金保険料を全て納付済みであ

ることから、保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 4226 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年 10 月から 54 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10 月から 54 年３月まで 

    私は、20 歳になった昭和 53 年頃に勤務していた会社の人事担当者に

国民年金加入を勧められ、社会保険事務所（当時）かＡ区役所で国民年

金に加入した。保険料は私が納付したと思う。申立期間の保険料が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった昭和 53 年頃に勤務していた会社の人事担当者

に国民年金加入を勧められ、社会保険事務所かＡ区役所で国民年金に加入

し、保険料は申立人が納付したと思うとしている。これについて、申立人

の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期

から、54 年４月頃に払い出されたと推認され、その時点では、申立期間

は遡って保険料を納付することが可能な期間である。 

また、申立人は、申立期間以降国民年金保険料の未納は無く、国民年金

と厚生年金保険との切替変更手続を適切に行っていることから、国民年金

制度に対する理解度と保険料の納付意識は高かったと考えられる上、申立

人が、６か月と短期間である保険料を納付できなかった特段の事情は見当

たらない。          

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



埼玉国民年金 事案 4228 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月から 44 年３月まで 

    私は 20 歳になった昭和 43 年頃に、Ａ町役場（現在は、Ｂ市役所）で

国民年金に加入し同町役場に保険料を納付していた。当時はＣの下でＤ

の仕事を覚えながら働いており、特に保険料の納付ができなかった状況

には無くまとめて納付した記憶もある。申立期間の保険料が未納となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 43 年頃にＡ町役場で国民年金に加入し、

同町役場に保険料を納付していたと申し立てているところ、申立人の国民

年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、

44 年１月頃に払い出されたと推認され、その時点では、申立期間は現年

度納付が可能な期間であり、12 か月と短期間である申立期間の保険料を

納付できなかった特段の事情は認められない。 

   また、申立人は、申立期間以外は未納が無く、住所変更手続も適切に行

っており、61 歳を過ぎてからは国民年金に任意で加入し付加保険料を納

付するなど保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



埼玉国民年金 事案 4229 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年６月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年６月から 57 年３月まで 

    昭和 56 年６月に、夫と一緒にＡ市役所で婚姻届を行った際に、国民

年金と国民健康保険の加入手続を併せて行った。以後、私の夫が夫婦の

保険料をＢ銀行やＣ銀行（現在は、Ｄ銀行）等で納付しており、何回か

年度末にまとめて納付したこともある。申立期間の保険料が未納となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年６月に、その夫と一緒にＡ市役所で婚姻届を行っ

た際に国民年金と国民健康保険の加入手続を併せて行い、以後、その夫が

夫婦の保険料をＢ銀行やＣ銀行等で納付しており、何回か年度末にまとめ

て納付したこともあると申し立てているところ、申立人の国民年金手帳記

号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、57 年４月

頃払い出されたと推認され、その時点では、申立期間は保険料の納付が可

能な期間である。 

また、申立人は、申立期間以外は国民年金保険料を納付しており、保険

料の納付意識は高いと考えられる上、申立人が 10 か月と短期間である申

立期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 4230 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年２月から平成元年３月までの国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年６月から平成元年３月まで 

    私は平成元年 10 月に結婚した後、Ａ市役所で国民年金の加入手続を

行ったと記憶している。しばらくしてから納付書が送られてきたので、

未納だった２年ほどの期間の保険料を私の夫が一括で納付してくれた。

夫は当時の保険料が現在の保険料の半分ぐらいだったこと及び一括で納

付した金額が 20 万円くらいだったことを覚えている。申立期間の保険

料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 63 年２月から平成元年３月までの期間につい

ては、申立人は、元年 10 月に結婚後、Ａ市役所で国民年金に加入し、

しばらくしてから納付書が送られてきたので、未納だった２年ほどの期

間の保険料をその夫が一括で納付してくれたと申し立てているところ、 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格

取得時期から申立人の申述どおり元年 11 月頃払い出されたと推認され、

その時点では、申立期間のうち、昭和 62 年 10 月から平成元年３月まで

の期間は遡って保険料を納付することが可能な期間である。 

また、申立人の夫は、20 万円くらいの国民年金保険料を一緒に納付

したと供述しているところ、オンライン記録によると、申立人は元年度

分の保険料９万 6,000 円を２年３月７日に一括納付していることが確認

できること、この２年３月７日の時点で過年度納付が可能な保険料の総

額は 10 万 7,200 円であり、これらの合計額は 20 万 3,200 円となり、申

立人が一括納付したとする保険料額 20 万円とほぼ一致することから、



申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年２月から平成元年３月までの保

険料を納付したと考えるのが自然である上、14 か月と比較的短期間で

ある当該期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

  

  ２ 申立期間のうち、昭和 62 年 10 月から 63 年１月までの期間について

は、申立人の夫が納付した平成２年３月７日の時点では納付できない上、

当該期間を納付したとすると、申立人の夫が、一括納付したとする 20

万円を超えることから、当該期間については、保険料を納付しなかった

と考えるのが自然である。 

 

  ３ 一方、申立期間のうち、昭和 62 年６月から同年９月までの期間につ

いても、申立人は前述のとおり納付したと申し立てているが、申立人の

国民年金手帳記号番号は、平成元年 11 月頃払い出されたと推認され、

その時点からすると、時効により保険料を納付できない期間であり、当

委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別

の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

    また、申立人が申立期間のうち、昭和 62 年６月から同年９月までの

期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 63 年２月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められる。 



埼玉国民年金 事案 4231 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの期間、53 年４月から 54 年

３月までの期間及び 54 年７月から 55 年５月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名： 女 

基礎年金番号：  

生 年 月 日： 昭和 23 年生 

住    所：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間： ① 昭和 52 年１月から同年３月まで 

            ② 昭和 53 年４月から 54 年３月まで 

            ③ 昭和 54 年７月から 55 年５月まで 

私は、就職して厚生年金に加入したが、昭和 49 年 10 月頃に会社を退

職した後は国民年金に切り替えた。国民年金保険料の納付は当然だと自

覚し納付していたので、申立期間の保険料が未納となっていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49 年 10 月頃に会社を退職した後は国民年金に切り替え、

国民年金保険料を納付していたとしているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から申立人の申

述どおり 49 年 12 月頃に払い出されたと推認され、このことから、申立期

間は保険料を納付することが可能な期間である上、申立人が３か月、12

か月及び 11 か月と短期間である申立期間の保険料を納付できなかった特

段の事情は見当たらない。 

また、申立人は、会社退職後の国民年金被保険者資格の取得手続や任意

加入手続を適切に行っており、申立期間以外に保険料の未納は無いことか

ら、納付意識は高かったと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5513 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額（59 万円）であったと認められることから、申立

期間の標準報酬月額の記録を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ： 平成７年８月１日から９年３月 19 日まで 

ねんきん特別便では、Ａ株式会社に勤務していた平成７年１月 16 日

から９年３月 19 日までのうち、７年８月から９年２月までの厚生年金

保険の標準報酬月額の記録について、それまで 59 万円だったものが 20

万円に引き下げられていた。当時は当該事業所の経営は代表取締役が握

っていて私自身は経営には携わっていなかった。納得できないので調査

して標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初平成７年８月から９年２月までは 59 万円と記録されていたところ、当

該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（９年３月 19

日）の後の同年３月 28 日付けで、７年８月に遡って標準報酬月額が 20 万

円に訂正されていることが確認できる。 

また、当該事業所の事業主も申立人と同様に遡って標準報酬月額が減額

訂正されていることが確認できる。 

さらに、当該事業所の元取締役は「標準報酬月額の引き下げについて、

同社の代表取締役が無断で行った。」と供述している上、元同僚は「申立

人はＢであり、厚生年金保険の標準報酬月額の引き下げについては知らさ

れておらず、社長の独断で行った。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成９年３月 28 日付けで行われた遡及

訂正処理は事実に即したものとは考え難い上、社会保険事務所が行った当



                      

  

該遡及訂正処理に合理的な理由は無く、申立期間における標準報酬月額に

係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初に届け出た、59

万円（厚生年金保険の標準報酬月額の上限額）に訂正することが必要と認

められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案5514 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、株式会

社Ｂ）における資格取得日に係る記録を昭和62年３月16日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額に係る記録を24万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年３月16日から同年４月１日まで 

    株式会社Ａに勤務していたとき、Ｃ店へ出向するため、本社人事課に

昭和62年３月16日異動したが、厚生年金保険の記録では、同日から同

年４月１日までの期間が、被保険者期間から欠落している。 

    株式会社Ａには継続して勤務しており、給与から厚生年金保険料を控

除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者と認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ｂにおける退職者所属歴の記録及び個人別賃金台帳兼源泉徴収

簿の記録並びにＤ基金の加入者記録票、Ｅ組合の健康保険資格証明書、雇

用保険の被保険者記録及び元同僚の供述により、申立人が株式会社Ａに継

続して勤務し（昭和62年３月16日に株式会社Ａから同社本社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、標準報酬月額については、株式会社Ａにおける申立人の昭和62年

３月の個人別賃金台帳兼源泉徴収簿から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、「前述の退職者所属歴の記録から、申立人の株式会社Ａでの異

動日は昭和62年３月16日と認められるので、当該異動に係る申立人の被保



                      

  

険者資格取得日を同日と届け出るべきところ、誤って同年４月１日と届け

出た。」と届出の誤りを認めていることから、事業主が資格取得日を同年

４月１日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る同年３月の保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5516 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る厚

生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと

認められることから、申立期間に係る標準報酬月額の記録を平成５年４月

から同年 10 月までを 47 万円、同年 11 月及び 12 月を 44 万円に訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から６年１月 31 日まで 

    Ａ株式会社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額について、

社会保険事務所の記録では、26 万円となっているが、そんなに低い額

ではなかったので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初申

立人が主張する平成５年４月から同年 10 月までは 47 万円、同年 11 月及

び同年 12 月は 44 万円と記録されていたところ、６年１月 25 日付けで、

５年４月１日の資格取得時に遡って各々26 万円に引き下げられ、事業所

が適用事業所に該当しなくなった日（６年１月 31 日。以下「全喪日」と

いう。）まで継続していることが確認できる。 

また、当該事業所の代表者及び取締役一人の標準報酬月額については、

オンライン記録から、平成５年 11 月５日付けで４年 11 月１日の随時改定

に遡って代表者は 16 万円、取締役は 15 万円に引き下げられ、元同僚 18

人については申立人の申立期間と同様に６年１月 25 日付けで、５年４月

１日の随時改定に遡って標準報酬月額が引き下げられ、全喪日まで継続し

ていることが確認できる。 

一方、複数の元同僚は、「事業主から会社の経営が苦しいので、社会保

険を取りやめ各々で国民年金に加入するようにと説明があった。」と回答

するとともに、当時の顧問先である社会保険労務士及び複数の元同僚は、



                      

  

申立人の権限と立場について、「申立人は現場管理の仕事で取締役ではな

かった。」と供述している。 

さらに、当該事業所の経営状況について、上記の社会保険労務士は、

「厚生年金保険料について以前から滞納が続いているため、自らの標準報

酬月額を引き下げたことを聞き、全喪日についても代表者から連絡をもら

った。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を

行う合理的な理由は見当たらず、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められないことから、当該遡及訂正の結果と

して記録されている申立人の平成５年４月から同年 12 月までの標準報酬

月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、５年４月から同年 10

月までを 47 万円、同年 11 月及び同年 12 月を 44 万円に訂正することが必

要であると認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案5518 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、平成20年12月25日に係る標準賞与額31万5,000円に相当する

賞与が事業主により支払われていたと認められることから、当該期間の標

準賞与額に係る記録を31万5,000円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年12月25日 

Ａ株式会社から平成 20 年 12 月に賞与を支給され、厚生年金保険料を

控除されている。しかし、年金事務所の記録では、当該賞与に係る保険

料納付の記録が無いので、標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成20年12月25日の標準賞与額に係る年金記録の確認を求め

ているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例的に、厚生

年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち申立日において

保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律、その他の期間について

は、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が示されたこと

を踏まえて、当委員会では、上記期間において、その期間に適用される法

律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

   申立期間の平成20年12月25日については、本件申立日において保険料徴

収権が時効により消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用

する。 

申立人提出の賞与支払明細書及び事業主提出の賃金台帳により、当該期

間に係る標準賞与額（31万5,000円）に相当する賞与が事業主により支払

われていたことが確認できる。 

 したがって、当該期間に係る標準賞与額を31万5,000円に訂正すること

が必要である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5520 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額の記録を 30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 11 月１日から 10 年４月３日まで 

    株式会社Ａにおける申立期間の報酬月額は 30 万円のままだったが、

厚生年金の記録では、この間の標準報酬月額が平成９年 11 月に遡って

30 万円から 15 万円に引き下げられているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける厚生

年金保険の標準報酬月額は、当初、平成９年 11 月から 10 年３月まで 30

万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった日（平成 10 年４月 28 日）の後の同年５月 19 日付けで、９年

11 月１日に遡って 15 万円に訂正処理されている上、同日付けで同社の被

保険者 190 人中 66 人の標準報酬月額が金額は異なるものの申立人と同様

に引き下げられていることが確認できる。 

   また、申立人は、申立期間当時店舗責任者であり、経理等の事務には一

切関与していなかったと主張しているところ、当時の同僚も、申立人は社

会保険関係事務には関与していなかったと供述している。 

   これらを総合的に判断すると、当該処理を遡及して行う合理的理由は無

く、標準報酬月額に係る有効な記録の訂正があったとは認められないこと

から、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た 30 万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5522 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該期間の

うち平成元年９月１日から同年 12 月１日まで、２年１月１日から同年２

月１日まで及び同年３月１日から同年 10 月１日までの期間を 32 万円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 63 年９月 22 日から同年 10 月１日まで 

② 昭和 63 年 10 月１日から平成２年 11 月１日

まで 

    Ａ株式会社に昭和 63 年９月 22 日から平成２年 10 月 31 日まで勤務し

たが、「ねんきん特別便の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況」

によると、申立期間①が未加入になっているのはおかしい。また、申

立期間②は、給与明細書の厚生年金保険の控除額と異なっている。給

与明細書を所持しているので、正しい年金記録に訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違につ

いて申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という）に基づき標準報酬月額を改

定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録については、

申立人が提出した給与明細書における報酬月額又は厚生年金保険料控除



                      

  

額から、平成元年９月から同年 11 月まで、２年１月及び同年３月から

同年９月までは 32 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬

月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行っ

たとは認められない。 

一方、申立期間②のうち、昭和 63 年 10 月から平成元年８月までの期

間については、給与明細書における厚生年金保険料控除額と、事業主が

社会保険事務所に届け出た標準報酬月額に見合う控除額が一致している

ことが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらない

ため、あっせんは行わない。 

 

２ 申立期間①について、雇用保険の記録及び申立人と同時期に入社した

同僚一人の供述から、申立人は、申立期間にＡ株式会社に勤務していた

ことが認められる。 

しかしながら、申立人が提出した昭和 63 年 10 月分の給与明細書（63

年９月 21 日から同年 10 月 20 日までの期間）によると、当該期間の厚

生年金保険料の控除は行われていないことが認められる。 

また、同時期に入社した同僚一人は、「自分は昭和 63 年９月に入社

したが、入社直後は試用期間があり厚生年金保険の加入は同年 10 月１

日からである。申立人も同じであると思う。」と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5523 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を、平成４年９月から５年７月までは 53 万円に訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年９月 28日から５年８月７日まで 

ねんきんの記録では、有限会社Ａにおける申立期間の標準報酬月額の

記録が、実際の給与の額と相違しているので、正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録から、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

53 万円と記録されていたところ、有限会社Ａが厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった日（平成５年８月７日）の後の同年 10 月５日付け

で、４年９月 28 日に遡って 11 万円に引き下げられていることが確認でき

る。 

一方、申立人は、商業登記簿謄本から同社の取締役であったことが確認

できるものの、当時の取締役及び複数の同僚が社会保険事務手続は、事業

主と事業主の妻（取締役）が行ったと供述していることから、申立人は、

当該標準報酬月額の減額訂正に関与する立場になかったことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような訂

正処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立期間における標準報酬月額

に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立

期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た、平成４年９月から５年７月までの期間を 53 万円に訂正することが

必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年３月 11 日から 44 年３月６日まで 

② 昭和 44 年６月１日から 45 年５月１日まで 

会社を辞める際に、社会保険を脱退する手続をするためにＡ社会保険

事務所（当時）に行った。そのときに初めて厚生年金の期間が脱退とい

う形で抜け落ちていることが分かった。以前、Ｂ社会保険事務所で確認

したところ、今回脱退したこととなっている２社について、きちんと記

録として残っていると言われただけにこの回答には納得がいかなかった

が、当時、Ａ社会保険事務所の担当者は脱退しているのだから仕方がな

いというだけできちんと調べてくれなかった。どうしても納得がいかな

いので再度調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から

約１年６か月後の昭和 46 年 11 月 16 日に支給決定されたこととなってお

り、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。  

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被

保険者記号番号払出簿の氏名は、変更処理がなされておらず、旧姓のまま

であることが確認できることから、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求さ

れたものと考えられるところ、申立人は、昭和 45 年４月＊日に婚姻し改

姓していることから、申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。  

さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険

被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被

保険者期間については、いずれも計算の基礎とされておらず、未請求とな



                      

  

っている。  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年５月 16 日から同年 12 月５日まで 

              （株式会社Ａ） 

             ② 昭和 38 年８月 17 日から同年９月８日まで 

              （有限会社Ｂ） 

             ③ 昭和 40 年６月 12 日から 41 年３月 31 日まで 

              （有限会社Ｃ） 

             ④ 昭和 41 年４月１日から同年 11 月 11 日まで 

              （Ｄ株式会社） 

             ⑤ 昭和 41 年 12 月１日から 42 年３月 12 日まで 

              （株式会社Ｅ） 

             ⑥ 昭和 42 年４月５日から同年 11 月 21 日まで 

              （Ｆ株式会社） 

             ⑦ 昭和 42 年 12 月１日から 43 年１月 31 日まで 

              （Ｇ株式会社） 

             ⑧ 昭和 43 年 10 月 11 日から 44 年 12 月 25 日まで 

              （Ｈ株式会社） 

             ⑨ 昭和 44 年 12 月 22 日から 45 年 10 月 31 日まで 

              （Ｉ所） 

年金事務所の記録では、昭和 46 年４月９日に脱退手当金を受領した

ことになっているが、Ｉ所（現在は、Ｊ所）を辞めるときに、脱退手当

金の制度の説明を聞いていないし、当時の私は体調が思わしくなく、自

分で手続に行くこともできなかったはずであるから、厚生年金保険の記

録として認めてほしい。 



                      

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるが、申立人が初めて就職した会社

に係る被保険者期間及び申立期間の間にある被保険者期間の４回、合計５

回の被保険者期間はその計算の基礎とされておらず、未請求となっている

が、申立人が当該複数の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

また、当該５回の被保険者期間のうち、申立期間②と申立期間③の間に

ある３回の被保険者期間は、申立期間と同一の厚生年金保険被保険者記号

番号で管理されているにもかかわらず、脱退手当金が支給されていない期

間として存在することは事務処理上不自然である。 

さらに、Ｉ所において、申立期間当時給与計算や社会保険関係業務を担

当していたとする同僚は、「申立期間当時はまだ脱退手当金についての説

明を行っていなかった。」旨の回答をしていることを踏まえると、当該事

業所において代理請求がなされていたものとは考え難い。 

加えて、申立人は、申立期間後は国民年金に任意加入し、国民年金保険

料を納付していることを踏まえると、当時、脱退手当金を請求する意思を

有していたとは認め難い。 

  これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5541 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を 34 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年９月３日から６年２月 22 日まで 

Ａ株式会社における申立期間に係る標準報酬月額が、実際に受けてい

た給料より低い額に遡って訂正されている。自分はＢ職に従事していた

ため標準報酬月額が訂正されたことは知らなかった。正しい標準報酬月

額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人のＡ株式会社における申立期間の標準

報酬月額は、平成７年 11 月 22 日付けで、資格取得時の５年９月３日に遡

って 34 万円から９万 2,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

一方、事業主は、「当時、会社は経営不振であったが社会保険料の滞納

があったかどうかは分からない。標準報酬月額の訂正届は経理担当の従業

員が行ったと思う。」と回答しており、経理担当者は、「当時、会社の経

営は悪く社会保険料の滞納はあったと思うがよく覚えていない。標準報酬

月額の減額訂正は社長の指示で自分の部下が行ったと思う。」と供述して

いる。 

また、オンライン記録によれば、平成７年 11 月 22 日付けで当該事業所

の被保険者 90 人のうち一人を除き全員の標準報酬月額も申立人と同様９

万 2,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

   さらに、平成５年９月３日における当該事業所に係る申立人の雇用保険

の資格取得時賃金は、上記訂正前の厚生年金保険資格取得時の標準報酬月

額の範囲内であることが確認できる。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、平成７年 11 月 22 日に行われた遡及訂

正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡

及処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正処理があったとは認められ

ない。このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

34 万円に訂正することが必要と認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4221 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 45 年１月から同年３月まで 

    私が 20 歳になった頃、勤務していた会社が厚生年金保険に加入して

いなかったため、会社が国民年金の加入手続を行い、加入してからの

国民年金保険料については、会社が給与から天引きして納付していた

はずである。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に加入してからの国民年金保険料については、勤務

していた会社が給与から天引きをして納付していたはずであるとしている。

しかしながら、申立人は保険料納付については直接関与していない上、当

時、給与から天引きをして納付していたとする会社担当者の氏名も分から

ないため証言が得られず、これらの状況が不明である。 

   また、申立期間当時、申立人が勤務していた会社は、国民年金委託事務

組合であるＡ組合に国民年金業務を委託しており、同組合が同社の社員に

ついて「様式第 13 号保険料調定整理票領収書発行整理票」を国民年金有

資格者ごとに作成して管理していたところ、申立人に係る当該整理票の国

民年金保険料の徴収開始年月日欄には「昭和 45 年４月分ヨリ」と記載さ

れていることが確認できる上、当該整理票には申立期間の保険料が徴収さ

れていた形跡は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4222 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年５月から 48 年３月までの国民年金保険料については 

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生  

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年５月から 48 年３月まで 

    申立期間について、私は、昭和 45 年 11 月に婚姻届をＡ市役所に提出

した際に国民年金への加入を勧められ、夫婦一緒に加入手続をして、私

が夫婦二人分の国民年金保険料を納付した。その後はＢ市に転居したが、

Ａ市の時と同様に私が夫婦二人の分の国民年金保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、昭和 45 年 11 月に婚姻届をＡ市役所に提

出した際に国民年金への加入を勧められ、夫婦一緒に加入手続をして、申

立人が夫婦二人分の国民年金保険料を納付したとしているが、申立人は、

国民年金への加入手続及び保険料の納付に関する記憶が明確でなくこれら

の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該手帳記号番号前後の被保

険者の資格取得時期から、昭和 49 年１月頃払い出されたと推認され、そ

の時点では、45 年５月から 46 年９月までの期間は時効により保険料を納

付できない期間であり、46 年 10 月から 48 年３月までの期間は遡って保

険料を納付する期間であるが、申立人は遡って保険料を納付した記憶は無

いと申述している上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調

査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当

たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4225 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年８月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年８月から同年 12 月まで 

    私は会社を退職した平成２年８月頃に、Ａ区役所において国民年金と

国民健康保険の加入手続を行った。申立期間の国民年金保険料について

は、郵便局又はＢ銀行（現在は、Ｃ銀行）Ｄ支店で納付書を用いて納付

した。申立期間の国民年金の記録が未加入であることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した平成２年８月頃にＡ区役所において国民年金

と国民健康保険の加入手続を行い、郵便局又はＢ銀行において保険料を納

付したとしているが、申立人は、保険料額及び保険料の納付方法を明確に

記憶しておらず、保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、平成８年５月頃に払い出されたと推認され、その時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、当委

員会において、オンライン記録による氏名検索等により調査したが、申立

人に別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人の所持している年金手帳の「国民年金の記録（１）」の

「被保険者となった日又は被保険者の種別等の変更があった日」欄には

「８年４月１日」と記載されていることが確認できる上、申立人に係るＥ

市の国民年金被保険者収滞納一覧表には、平成８年度分以降の収納状況の

みが記載されていることからも８年４月１日に国民年金被保険者の資格を

取得したと推認され、申立期間の国民年金の加入、保険料の納付について

は不明である。また、申立人のオンライン記録においても資格取得日が平

成８年４月１日とされていることから、申立期間は未加入期間であり、制



 

  

度上国民年金保険料が納付できない期間である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

このほか、申立事案の口頭意見陳述においては、申立期間の国民年金の

加入及び国民年金保険料の納付を裏付ける事情をくみ取ろうとしたが、新

しい証言や証拠を得ることができなかった。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4227 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年６月から９年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年６月から９年３月まで 

    私の国民年金は、平成８年６月頃に私の父がＡ市役所（現在は、Ｂ市

Ｃ区役所）で加入手続をし、保険料免除申請書をＡ市役所に郵送したが、

申請書を受理した旨の通知書が届かなかったことから、市役所に問い合

わせたが免除申請書が受理されていないとのことだったので、再度保険

料免除申請の手続を行った。申立期間の保険料が申請免除になっていな

いことに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成８年６月頃にその父がＡ市役所で国民年金の加入手続を

行い、保険料免除申請書をＡ市役所に郵送したが、市役所で保険料免除申

請書が受理されていないとのことだったので、再度保険料免除申請の手続

を行ったとしている。申立人は、申立期間当時Ａ市役所では、国民年金保

険料免除申請書を受理した旨の通知書が郵送される仕組みになっていたと

しているが、Ａ市役所では申立期間当時保険料免除申請書を受理した旨の

通知書は発行していないとしており、申立人の申述は当時の取扱いと符合

しない。 

また、保険料免除申請書をＡ市役所に郵送した平成８年６月から、約

10 か月後の９年４月頃に再度保険料免除申請手続を行ったとしているが、

保険料免除申請は遡って行うことができないことから、申立人の申述は免

除申請の取扱いと符合しない。 

さらに、申立人の基礎年金番号は、申立人の所持する国民年金手帳及び

オンライン記録から、平成９年４月 18 日に付番されていることが確認で

き、その時点からすると、申立期間は制度上遡って保険料免除申請するこ



 

  

とはできない期間である。 

   加えて、申立人が、申立期間について免除の承認を受けたこと及び免除

申請書を提出したことを確認できる資料は無く、ほかに免除の承認を受け

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

なお、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理 

業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式

文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平

成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間において記録

漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。   

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4232 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年 11 月から 63 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間： 昭和 62 年 11 月から 63 年３月まで 

 私の国民年金については、平成 14 年３月頃に会社を退職した後、国

民年金に加入し保険料を納付した記録しか残っていないが、申立期間に

おいても母が保険料を納付したにもかかわらず、保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料をその母に納付してもらったとし

ているが、申立人の保険料を納付したとしているその母は、既に他界して

いることから、証言を得ることはできず、申立人は国民年金の加入手続や

保険料の納付に直接関与していないため、これらの状況が不明である。 

また、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険記号番号が付番されており、

当委員会においてオンライン記録の氏名検索等により申立人の国民年金手

帳記号番号を調査したが申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡は見当たらず、申立期間は未加入期間であり制度上保険料を納付で

きない期間である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5515 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和49年10月から50年７月まで 

② 昭和51年２月から同年７月まで 

③ 昭和52年７月から53年１月まで 

④ 昭和59年10月から60年１月まで 

⑤ 昭和60年10月から61年１月まで 

⑥ 昭和61年２月から63年９月まで 

⑦ 昭和63年10月から平成２年９月まで 

⑧ 平成２年10月から３年２月まで 

申立期間について、標準報酬月額が加入時から低い部分、それ以前と

比較して下がっている部分及び昇給された形跡が無い部分もあるのは考

えられないので、正しい標準報酬月額の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、当該期間のＡ株式会社（現在は、Ｂ

株式会社）に係る昭和 49 年 10 月以前の標準報酬月額が 10 万 4,000 円

であったものが、同年 10 月１日の算定により９万 8,000 円に引き下げ

られたとして、その後、50 年８月の算定で 11 万 8,000 円になるまでの

期間について標準報酬月額の相違を申し立てている。 

しかしながら、Ａ株式会社で申立人と同日に標準報酬月額を引き下げ

られ、しかも資格喪失日が昭和 51 年１月６日付けの元同僚が４人いる

ことが確認でき、うち元同僚一人は、「47 年９月入社の時から当該事

業所は赤字であり、オイルショック後は親会社の借金が膨らみ、メイン

銀行からはＣ閉鎖の勧告を受けており、私も２等級減額されているが、



  

賞与も出なかったかもしれないし、仕方がない。」と供述している。 

また、元上司は、「申立人の当該事業所に係る標準報酬月額は事実と

相違していない。」と供述している。 

さらに、当該事業所は、「申立人の申立期間の状況について、当時は

オイルショックの年であり、経営上この影響を受け、賃金カット（残業

規制）が実施された可能性がある。」としていることから、事業主が申

立人のみ標準報酬月額を低額に届け出たとは考え難い。 

加えて、当該事業所は、保存書類については、厚生年金保険の資格取

得の書類しか残っておらず、申立人も申立期間①に係る厚生年金保険料

控除額を確認できる給与明細書等の資料を持っていないため、申立人が

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたかどうかを確認することができない。 

なお、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、標準報酬

月額の取消及び遡及訂正等の不合理な処理の痕跡は見当たらない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、当該期間のＤ株式会社に係る昭和

51 年２月の取得時の標準報酬月額が 20 万円となっていたはずなのに 15

万円に引き下げられているのはおかしいとして、標準報酬月額の相違を

申し立てている。 

しかしながら、Ｄ株式会社で申立人と同時期、同職種で入社した元同

僚は、「当時のセールスは基本手当が少なく歩合が多いというのは入社

時に説明があった。セールスの基本給与は 15 万円であとは全て歩合で

あった。」と供述している。 

また、申立人と同時期、経理職で入社した元同僚は、「当該事業所は

使途不明金が多いので良くない状況と知っていた。また、残業が多く報

酬もそれなりに多かったが、社会保険の控除額は変わっていなかっ

た。」と供述している。 

さらに、当該事業所は、既に適用事業所ではなくなっており、事業主

の消息も不明であることから、申立人も申立期間②に係る厚生年金保険

料控除額を確認できる給与明細書等の資料を持っていないため、申立人

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたかどうかを確認することができない。 

なお、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、標準報酬

月額の取消及び遡及訂正等の不合理な処理の痕跡は見当たらない。 

 

３ 申立人は、申立期間③から⑧までについて、当該期間のＥ株式会社に

係る標準報酬月額の相違を申し立てている。 

しかしながら、Ｅ株式会社に係る雇用保険の記録から、取得時の賃金



  

支払額は 15 万円と記載されており、この額面は厚生年金保険のオンラ

イン記録とも一致している。 

また、Ｅ株式会社で申立人と同じＦ部で、申立人の在籍期間を上回る、

昭和 50 年６月から平成 12 年９月まで勤務していた元同僚は、「標準報

酬月額は事実と相違していない。給与体系として基本給よりそのほかの

手当が多いので昇給しても上がらず、組合も無いので昇給しない人もい

る。」と供述している上、昭和 54 年２月から平成 13 年４月まで同じく

Ｆ部に勤務していた元同僚は、「店長になると公出・残業手当は一切付

かないので、店長になると逆に下がることもある。昇給はしなかったこ

ともあると思うし、自分の記録も間違っていない。」と供述している。 

さらに、Ｅ株式会社から株式会社Ｇに出向した事業主は、「会社が経

営不振で一斉に社員の給与を引き下げたことは無いが、しいて言えば残

業が多い会社で、個人、店舗ごとによっても残業時間は違うので、標準

報酬月額は常に右肩上がりでもなかった。」と供述しているところ、二

人の元同僚から提出された給与明細書で、給与の総支給額に対する公

出・残業手当の割合がおおむね 30 パーセントに近いことが確認できる。 

加えて、当該事業所は、既に適用事業所では無くなっており、事業主

の消息も不明である上、申立人も申立期間に係る厚生年金保険料控除額

を確認できる給与明細書等の資料を持っていないため、申立人の主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたかどうかを確認することができない。 

なお、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、標準報酬

月額の取消及び遡及訂正等の不合理な処理の痕跡は見当たらない。 

 

４ このほか、申立人の全申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、全申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5517（事案 157 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年４月３日から同年７月 23 日まで 

Ａ株式会社に昭和 28 年４月３日に入社した記録があるのに、厚生年

金保険の被保険者資格取得日が同年７月 23 日となっているのはおかし

い。今回は、入社してすぐに行われた社内旅行の写真を提出するので、

申立期間について厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 前回の申立てにおいて、Ａ株式会社が保管している社員名簿では、申

立人は昭和 28 年４月３日に同社に雇入となり、同年６月 21 日に本雇と

なったことが確認できるが、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無

い上、Ａ株式会社に保管されている｢健康保険厚生年金保険被保険者資

格取得届｣によれば、申立人に係る厚生年金保険の資格取得日は同年７

月 23 日であり、社会保険事務所（当時）の記録とも一致しているなど

のことから、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年７月 14 日付け年金

記録の訂正は必要ではないとする通知が行われている。 

 

２ 今回の申立てにおいて、申立人は入社直後に撮ったとする社内旅行の

写真を提出しているが、申立期間当時にＡ株式会社で被保険者期間のあ

る複数の同僚に照会した結果、申立人の入社日、申立期間の厚生年金保

険の加入及び給料からの厚生年金保険料の控除について供述を得られな

いことから、申立期間に係る保険料控除について推認することはできな

い。 

 



  

３ そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5519 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16 年９月１日から 20 年 10 月 26 日まで 

株式会社Ａに勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が

給与額より低い額となっているので、標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

しかしながら、申立人が提出した株式会社Ａに係る給与明細書（平成

16 年９月、18 年 10 月及び 20 年４月）に記載されている支給額に見合う

標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額を上回っているものの、

厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準

報酬月額と一致していることが確認できる。 

また、当時申立人が加入していたＢ組合の提出した申立期間に係る標準

報酬月額一覧表から、同組合における標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

さらに、申立期間に被保険者であった同僚６人に給与明細書の有無を照

会し、このうち二人から給与明細書の提出を受けたところ、当該給与明細



  

書に記載されている厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オン

ライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

加えて、株式会社Ａの元代表取締役は、「申立人は、関係会社である株

式会社Ｃの営業を兼務し、給与は両社の合算額を支給していたが、厚生年

金保険の標準報酬月額に係る届出は、株式会社Ａに係る分のみであり、厚

生年金保険料の控除についても当該届出分のみであった。」と供述してい

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。     



  

埼玉厚生年金 事案 5521（事案 2853 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 44 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 22 年５月１日から 23 年３月１日まで 

昭和 20 年 11 月から 30 年５月まで株式会社Ａ（旧Ｂ町Ｃ地）に継続

して勤務していた。申立期間も同社で厚生年金保険被保険者であったと

認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、前回の申立てにおいて、株式会社Ａの事業主の

所在が不明で申立人の厚生年金保険の適用等について確認することがで

きないこと、同僚からも申立人の申立期間の保険料控除等について供述

を得ることができないこと、申立人が同社に勤務した期間に係る給料明

細書 34 枚のうちには申立期間に係るものは確認できず、そのほかに申立

人の給与から厚生年金保険料が事業主により控除されていた事実が確認

できる資料が見当たらないなどのことから、既に当委員会の決定に基づ

く平成 22 年４月８日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

今回の申立てにおいて、申立人のＤが新たな事情として提出されている

ところ、Ｄに寄せ書きされたＥ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事業

所別被保険者名簿には、申立期間当時、申立人が同社において厚生年金保

険被保険者であった記録は見当たらない上、オンライン記録では同社の事

業主の所在は不明であり、同社の商業登記簿も見当たらないことから、同

社における申立人の厚生年金保険の適用等について確認することができな

い。 



  

一方、申立期間当時、株式会社Ａにおいて厚生年金保険被保険者であっ

た複数の者から、申立期間当時、申立人は同社に勤務していたという供述

が新たに得られたが、申立期間の厚生年金保険料が事業主により申立人の

給与から控除されていた事実が確認できる給与明細書などの資料は見当た

らない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5524 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年９月１日から 32 年７月１日まで 

    昭和 31 年に高校を中退し、同年９月１日から株式会社Ａに住み込み

で勤務していたが、厚生年金保険の加入記録を確認したところ、被保

険者の資格取得日が 32 年７月１日になっているので、実際に勤務して

いた申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａの当時の事業主の長女の供述から、期間の特定はできないも

のの、申立人が申立期間に同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録から、申立期間当時に同事業所に勤務し

ていることが確認できる同僚４人に照会したところ、３人から回答があり、

うち一人は「自分は昭和34年４月１日に入社したが、厚生年金保険に加入

したのは同年８月１日である。」と供述し、もう一人は、「私は入社した

時期は定かではないが、会社を昭和36年４月に退職するまで３年くらいは

住み込みで働いていたのに、厚生年金保険の被保険者期間が１年３か月し

か無い。」と供述していることから、同社では、従業員が入社後一定期間

経過後に厚生年金保険の被保険者資格を取得させる取扱いであり、試用期

間中は保険料を控除していなかったことがうかがえる。 

また、株式会社Ａの事業主は、「当時の従業員に関する資料は保管して

いないため、申立人の申立期間における勤務の状況及び厚生年金保険料の

控除については不明である。」と回答している。 

さらに、申立人の申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認



  

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5525 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年７月 28 日から 41 年９月１日まで 

             ② 昭和 41 年９月１日から 43 年９月１日まで 

    年金記録の確認の知らせがあり、昭和 44 年 10 月 25 日に脱退手当金

が支払われたことになっているが、これはＡ機関に 39 年７月から 40 年

７月まで勤務した時のＢ組合の分だと思う。40 年７月から 43 年８月ま

での期間の脱退手当金は請求した覚えが無いので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間としてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ機関での退職一時金についてＣ組合に問いあわせたところ、

昭和 40 年７月 28 日にＡ機関に請求し、同年９月３日に受領しているとの

回答が得られた。 

また、申立人の申立期間②に係る事業所別被保険者名簿の申立人の氏名

は、申立期間②の事業所を退職した約１年後の昭和 44 年９月に旧姓から

新姓に氏名変更されていることが確認できる上、申立期間の脱退手当金は

同年 10 月 25 日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請

求に併せて氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人の申立期間②に係る同名簿には、脱退手当金の支給を意

味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案5526 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年７月20日から39年２月21日まで          

Ａ株式会社に勤務していた期間の厚生年金保険被保険者記録は、昭和

40年３月30日に脱退手当金として支給されたことになっているが、この

脱退手当金を受給した記憶は無いので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、

脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示がされているとともに、申立期

間の脱退手当金は支給金額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、国民年金受付処理簿において、申立人は、夫とともに昭和40年７

月にＢ区で国民年金への加入手続をしていることが認められるが、同年４

月から同年12月までの国民年金保険料を納付した後、52年４月まで未納と

なっていることが確認できる上、上記脱退手当金の支給決定がなされた当

時、厚生年金保険の制度は知らなかったと述べていること等から、必ずし

も年金制度に対する意識が高かったとは言い難い。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5527 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年３月 25 日から 36 年４月 28 日まで 

    日本年金機構から平成 22 年９月に脱退手当金の受給記録を記載した

はがきを受け取った。その脱退手当金を受給したとされている被保険者

期間のうち、昭和 35 年３月 25 日から 36 年４月 28 日まで勤務したＡ株

式会社Ｂ工場については、脱退手当金を受給した記憶が無い。申立期間

の厚生年金保険の被保険者記録を訂正し、年金に反映してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人名で提出された脱退手当金裁定請求書が、申立人の被保険者期間

の最終事業所であるＣ株式会社を管轄するＤ社会保険事務所（当時）に保

管されており、同社会保険事務所では当該請求書を昭和 45 年４月 30 日付

けで受付し、その後、脱退手当金裁定伺を作成して決裁を得るなど適正に

裁定手続を行い、同年６月 24 日付けで支払済みとなっていることが確認

できる。 

   また、前述の脱退手当金裁定請求書及び脱退手当金裁定伺における請求

期間は、申立期間であるＡ株式会社の昭和 35 年３月 25 日から 36 年４月

28 日までとＥ株式会社の 37 年４月６日から 39 年１月 15 日までの期間及

びＣ株式会社の 39 年１月 16 日から 45 年４月 16 日までの期間とされてお

り、Ｃ株式会社より以前に勤務したＦの被保険者期間は請求していないこ

とが確認できる。 

さらに、申立人のＢ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されているとともに、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所の厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約２か月後に支給決定されているなど、一連の事



  

務処理に不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5528 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年 10 月３日から 43 年７月 21 日まで 

  日本年金機構からハガキが来て脱退手当金を受給していることを知っ

た。私は脱退手当金を受け取っていないと思うので申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の事業所別被保険者名簿には脱退手当金が支給されていることを

意味する「脱」の表示が押印されているとともに、申立期間の脱退手当金

は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険資格喪失日から約７か月

後に支給決定されているなど一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人が勤務していたＡ組合に係る事業所別被保険者名簿の申立

人が記載されているページとその前後５ページに記載されている女性の同

僚について脱退手当金の支給記録を確認したところ、申立人を含む昭和41

年から45年までの期間に被保険者資格を喪失した脱退手当金の受給資格が

ある７人のうち５人について脱退手当金の支給決定がなされていることを

踏まえると、申立人についても事業主により代理請求がなされた可能性が

高いものと考えられる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5531 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年 10 月１日から 37 年３月５日まで 

             ② 昭和 38 年４月１日から 42 年４月 26 日まで 

    ねんきん特別便が自宅に届き、申立期間について脱退手当金の支給記

録があることを初めて知った。 

 しかし、私は脱退手当金制度があったことを知らないし、脱退手当金

については請求したことも受け取った覚えも無いので、申立期間の脱

退手当金支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間について脱退手当金を受け取っていないと主張し

ているが、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金

が支給されていることを意味する「脱」の丸印が記載されているとともに、

脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 42 年８月 18 日に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 また、脱退手当金の支給決定日が通算老齢年金制度発足後であるが、

申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失後の昭和

42 年４月から 51 年４月までは国民年金の強制加入期間であるにもかかわ

らず、国民年金の加入手続を行っておらず、未加入となっていることから、

支給決定日当時、将来において年金を受給する意思を有していたとは考え

難い。 

 さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案5532 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和37年７月７日から39年１月１日まで 

         ② 昭和39年１月６日から41年１月17日まで 

日本年金機構の説明によれば、申立期間について脱退手当金を受け取

っているとのことであったが、昭和41年１月に有限会社Ａを退職し、す

ぐにＢ区からＣ市に移った。Ｃ市において、脱退手当金を請求し、受給

した記憶は無い。 

第三者委員会で調査の上、当該記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支

給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱退

手当金の支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２か月半後の昭和41年４月６日に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案5533 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年４月１日から39年１月１日まで 

         ② 昭和39年10月21日から41年10月８日まで 

日本年金機構の説明によれば、申立期間について脱退手当金を受け取

っているとのことであったが、会社から脱退することについての説明及

び意思確認をされた記憶は無く、受け取った記憶も無い。 

第三者委員会で調査の上、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社において、昭和39年８月２日から50年12月20日までの間に厚

生年金保険の資格を喪失した同僚48人の記録を調査したところ、オンライ

ン記録から、30人について脱退手当金が支給されており、そのうちの28人

について、４か月以内に支給決定がなされていることが確認できる上、同

社からは、「申立期間当時に当社にいた担当者は、『社員の退職時に脱退

手当金の説明をし、社員に代わり請求手続を行っていた』としている。」

旨の回答が得られた。 

また、申立人のＡ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、

申立期間に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約１か月半後の昭和41年11月22日に支給決定され

ているなど、事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5534 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

   また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： ①平成 11 年５月１日から 13 年３月 17 日まで 

           ②平成 13 年３月 17 日から 14 年 12 月１日まで 

  私は、平成９年春から 14 年の師走まで株式会社Ａに勤務した。同社

では、Ｂ局、Ｃ局のほか、Ｄ局の管理職として働いた。年金事務所から

届いた記録を確認すると、11 年５月１日から 13 年３月 17 日までの標

準報酬月額が 41 万円であるはずが 15 万円に減額されている。これは間

違いであるので、標準報酬月額の記録を直してほしい。また、平成 13

年３月 17 日以降の厚生年金保険の記録が無い。なぜ、退職時まで記録

がつながっていないのか、調査をして、記録をつなげてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由  

 １ 申立人は、申立期間①において、標準報酬月額が 41 万円から 15 万円

に減額されていると主張しているところ、オンライン記録を確認すると、

株式会社Ａが適用事業所でなくなった平成 13 年３月 17 日（以下「全喪

日」という。）に資格喪失した 70 人のうち 61 人が資格喪失時の標準報

酬月額が 15 万円と記録されていることが確認できる。 

しかしながら、当時、経理責任者だった元経理部長は、「申立てのと

おり、15 万円で厚生年金保険料を計算し給与から控除していた。15 万



  

円以外の残額は賞与に合算していた。」と供述している。 

さらに、12 人の同僚に照会し３人から回答を得たが、そのうちの一

人は、「期日は忘れたが、会社から、支給金額は変わらないが、給与明

細の内容が変わるという話があった。」と回答しており、別の同僚から

提出された平成 12 年分源泉徴収票に記入されている「社会保険料等の

金額」を検証した結果、15 万円に相当する標準報酬月額に基づき厚生

年金保険料及び健康保険料が控除されていることが推認できる。 

加えて、標準報酬月額が 41 万円から 15 万円への減額については、平

成 11 年５月１日付け月額変更届により処理されており、遡及訂正によ

るものではないことがオンライン記録で確認できる。 

これらのことから、申立事業所は、従業員に支払った給与支給額より

も低額の報酬月額を社会保険事務所（当時）へ届け出ることが常態とな

っていたと推認され、また厚生年金保険料については、日本年金機構に

記録されている標準報酬月額から算出した額を従業員の給与から控除し

ていたと認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①についてその主張する標準報酬月額に相当する厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

 

  ２ 申立人は、申立期間②においても継続して勤務しており、厚生年金保

険に加入していたと主張しているが、雇用保険の被保険者記録によると、

平成 13 年３月 16 日に株式会社Ａを離職し、同年３月 17 日から 14 年

12 月 31 日まではＥ株式会社に在籍していることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、株式会社Ａは、平成 13 年３月 17 日

に全喪しており、後継会社のＥ株式会社が適用事業所になったのは 16

年７月１日であることが確認できる。 

さらに、前述の元経理部長は、「株式会社Ａの全喪後、社会保険事務

所との関係が悪くなり、しばらくの間（厚生年金保険に）加入できなか

った。従業員には、国民年金に加入するように説明したと思う。」と供

述したことから、申立人のオンライン記録を確認したところ、平成 13

年３月から 16 年４月までは国民年金納付済期間と記録され、申立期間

②は全期間が納付済であることが確認できる。 

このほか、申立期間②に係る厚生年金保険料が控除されていたことを



  

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5535 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ：平成６年１月１日から８年２月 29 日まで 

  私は、平成３年に株式会社Ａを設立し、代表取締役として会社を運営

してきた。しかし、バブル崩壊後の平成７年９月に経営が一気に悪化し、

社会保険料も払えない状態になり、経営を立て直すために、本社をＢ地

に移し再起を図った。移転前に滞納分を分割で納付してはいたが、移転

先には督促が来ず、「滞納保険料がある限り、移転先では加入しないよ

うに。」と言われていたが、事業が改善した平成９年４月にＣ社会保険

事務所（当時）で加入手続を行った。その際に、未納分の請求があれば

納付する意思はあったが、加入できたので、問題は無いと思っていた。

今回、送付された年金加入記録を見て、平成６年１月から８年１月まで

の標準報酬月額が減額されている。これは、保険料の滞納分があったこ

とは認めるが、督促をしなかった社会保険事務所側に瑕疵
か し

があり、勝手

に減額をすることは納得できない。滞納金を納付することはやぶさかで

はないので、記録を戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   オンライン記録から、申立期間の標準報酬月額については、当初、平成

６年１月から同年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から８年１月までは 59

万円と記録されていたところ、株式会社Ａが適用事業所でなくなった日

（８年２月 29 日）より後の同年３月６日付けで、遡って６年１月から同

年 10 月までは８万円、同年 11 月から８年１月までは９万 2,000 円に引き

下げられていることが確認できる。 

 しかしながら、株式会社Ａに係る商業登記簿謄本から、申立人が当該



  

事業所の代表取締役であることが確認できる。 

 また、申立人は、厚生年金保険料の滞納があったことを認めており、Ｄ

年金事務所から提出された当該事業所の平成７年度滞納処分票によると、

７年末で 1,450 万円ほどの保険料を滞納していることがうかがえる。 

 さらに、申立人は、「社会保険料、税金等の納付に関しては全て私が行

っていた。また、実印は私が管理していた。」と供述している。 

 これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行す

る責任を負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正

処理の無効を主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報

酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年１月１日から 10 年 12 月１日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、平成 11 年１月 26 日付けの訂正処理

で、有限会社Ａでの標準報酬月額が、９年１月１日から 10 年 12 月１日

までの期間について、41 万円から９万 8,000 円に遡って引き下げられ

ている。おかしいので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、有限会社Ａは、平成 10 年 12 月１日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっているところ、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額については、同日後の 11 年１月 26 日に、９年１月から 10

年 11 月までの 23 か月間を 41 万円から９万 8,000 円に遡及して減額訂正

処理されていることが確認できる。   

しかしながら、閉鎖登記簿謄本及び申立人の供述から、上記減額訂正処

理が行われた当時、申立人は、当該法人の代表取締役であることが確認で

きる。        

また、申立人は、「当時は経営不振で資金繰りが厳しく、厚生年金保険

料を滞納していたので、社会保険事務所（当時）に相談したところ、事務

所が用意した届出書に代表者印を押せば滞納がなくなり、厚生年金保険を

辞められると説明を受けたので、届出書に押印した。」と供述している。   

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間に係る標準報酬月額の減額処理時に代表取締役であった申立人が、

自らの標準報酬月額の減額訂正処理に関与しておきながら、当該処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5537 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年７月 15 日から 48 年 10 月４日まで 

昭和 46 年７月 15 日から 48 年 10 月４日まで、株式会社Ａに勤務し

ていたが、厚生年金保険被保険者記録が無いので、当該期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立内容及び同僚の供述から、期間の特定はできないものの、

申立人は、申立期間当時Ａ有限会社Ｂ店において勤務していたことがうか

がえる。 

しかしながら、後継の事業主（株式会社Ｃ）は「当時の社員台帳等が無

く、申立人の勤務の実態及び保険料控除は不明である。」と回答している。 

また、申立人が勤務していたＡ有限会社Ｂ店で当時店長であったとされ

る者は、申立人について記憶に無いと供述している。 

さらに、Ａ有限会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人

の氏名は無く、申立期間に整理番号の欠番も無い上、このほか、申立人が

申立期間における厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5538 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年 10 月 15 日から 38 年 10 月 15 日まで 

「厚生年金保険加入記録のお知らせ」を見て、Ａ株式会社における厚

生年金保険の記録が短いことに気が付いた。実際はもっと前から勤めて

おり、厚生年金保険料も給与から控除されていたと思う。 

当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人等から提出された集合写真（昭和 37 年１月１日、38 年１月１日

及び同年５月 12 日撮影）及び複数の同僚の供述から、期間の特定はでき

ないものの、申立人がＡ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

 しかしながら、申立事業所の事業主は、申立人に係る関係資料は保存し

ておらず、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の給与

からの控除については不明としている上、同僚からも、申立期間の保険

料の事業主による給与からの控除について供述を得られない。 

 また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5539 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年１月 16 日から同年４月１日まで 

私は、Ａ高校を卒業と同時に集団就職でＢ株式会社Ｃ工場（現在は、

株式会社ＤのＥ所）に就職した。昭和 43 年３月から 46 年７月まで正社

員として継続して勤務したが、45 年１月 16 日から同年４月１日まで厚

生年金保険の加入記録に空白があることが納得できない。調査の上、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

  １ 申立人は、Ｂ株式会社Ｃ工場に昭和 43 年３月から 46 年７月まで継続

して勤務したと申し立てているが、同事業所における申立人に係るＦ基

金及び雇用保険の加入記録は、オンライン記録と一致している。 

また、事業主は、当時の資料が無いことから、申立人の勤務実態及び

保険料控除については不明と回答しているが、Ｆ基金が提出した申立人

に係るＦ基金加入員資格取得届及び加入員資格喪失届から、申立人は昭

和 43 年３月 27 日に加入員資格を取得し、45 年１月 16 日に自己都合に

よる退職で喪失し、同年４月１日に再度新規加入で資格を取得し、46

年７月 30 日に自己都合による退職で喪失していることが確認できる。 

さらに、昭和 43 年３月 27 日資格取得に係る健康保険厚生年金保険被

保険者原票、Ｆ基金加入員資格取得届及び雇用保険の記録から、申立人

の生年月日は「昭和 27 年＊月＊日または同年＊月＊日」となっており、

45 年４月１日資格取得に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票、Ｆ

基金加入員資格取得届及び雇用保険の記録から、申立人の生年月日は

「25 年＊月＊日」となっていることが確認できる。 

 



  

２ 申立人がＡ高校を卒業して一緒に就職したとしている複数の同僚は、

いずれも同事業所において昭和 45 年４月１日に厚生年金保険の資格を

取得していることが確認できる上、当該複数の同僚は、申立人と一緒に

同年４月１日に同事業所に就職したと供述している。 

また、申立人は、昭和 43 年３月＊日に、Ａ高校卒業と同時に同事業

所に就職したと供述しているが、同日において申立人は満 18 歳未満で

あり高校卒業の年齢に達していない。 

 

    ３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5540 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額及び標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 14 年４月１日から同年８月１日まで 

② 平成 14 年 12 月 

   申立期間①については、平成 14 年４月１日にＡ株式会社に嘱託とし

て採用され、月額 66 万 9,000 円で雇用契約書を交わしたが、同年４月

から７月までの標準報酬月額が 47 万円になっている。正しい標準報酬

月額に訂正してほしい。 

申立期間②については、平成 14 年 12 月に賞与が支給され厚生年金保

険料が控除されているにも関わらず、標準賞与額として記録されていな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①については、申立人が提出した平成 14 年５月度から８月

度までの賃金支給明細書及びＡ株式会社が提出した申立人に係る同年５

月度から８月度までの賃金台帳から、66 万 9,000 円の基本賃金が支給

されていることが確認できるものの、控除されている厚生年金保険料は、

標準報酬月額 47 万円に相当する保険料であることが確認できる（保険

料は翌月控除である。）。 

また、事業主が提出した申立人に係る「健康保険被保険者資格取得

確認および標準報酬決定通知書」によると、取得時の報酬月額は 45 万

6,356 円、標準報酬月額は 47 万円と記載されていることが確認できる。 

さらに、事業主が提出した「健康保険料厚生年金保険料児童手当拠

出金増減内訳書」から、申立人の標準報酬月額が平成 14 年８月より 47



  

万円から 62 万円に増えていることが確認できる上、申立人が提出した

同年９月度の賃金支給明細書から、標準報酬月額 62 万円に相当する厚

生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

これらの資料を総合的に判断すると、申立人が申立期間①においてそ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 

２  申立期間②については、申立人の所持する「2002 年度冬期期末手当

明細書」から、当該期間に支給された賞与から、支給額の 1,000 分の５

に相当する保険料が控除されていることが確認できる。 

しかしながら、総報酬制が導入され、支給された賞与に厚生年金保険

料が賦課され、標準賞与額として記録されることとなったのは平成 15

年４月１日からであり、申立てに係る賞与は総報酬制導入前に支給され

たものであるため、当該賞与から控除された保険料は特別保険料であり、

当該保険料は年金額の計算の基礎とはならないこととされていた。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間②において、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5542 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年４月頃から同年８月 23 日まで 

               （Ａ株式会社） 

             ② 平成８年 11 月 13 日から９年５月 31 日まで 

               （株式会社Ｂ） 

             ③ 平成９年以降で期間は不明だが３年くらい 

               （Ｃ株式会社） 

Ａ株式会社における自分の厚生年金保険の資格取得日が、厚生労働省

の記録によれば、昭和 47 年８月 23 日になっているが、同年４月頃から

厚生年金保険に加入しているはずだ。 

また、株式会社Ｂ、及びＣ株式会社において、厚生年金保険の被保険

者記録が無い。 

申立てに係る事業所は、いずれも自分が経営していた。各申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人によると、自分が経営していたＡ株式会

社は、昭和 47 年４月頃から厚生年金保険に加入していたとしているが、

同社に係る適用事業所名簿及びオンライン記録から、同社が厚生年金保

険の適用事業所になったのは同年８月 23 日であり、申立期間中は適用

事業所ではなかったことが確認できる。 

 また、申立人から提出された厚生年金保険被保険者証、当該被保険者

証に係る厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿及び同社における申

立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人の資格

取得日は昭和 47 年８月 23 日となっており、オンライン記録と一致して



  

いる。 

さらに、申立人と同様に同社で昭和 47 年８月 23 日に厚生年金保険の

資格を取得している同僚は、「Ａ株式会社は、47 年２月に設立され、

申立人とその頃から一緒に働いていたが、会社の厚生年金保険加入は、

会社設立より多少遅れていた。」と供述している。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、自分が経営していた株式会社Ｂで平

成８年 11 月 13 日から９年５月 31 日まで厚生年金保険に加入していた

としているところ、申立人が提出した申立期間②に係る通帳の一部によ

ると、９年４月 30 日付けで社会保険料（同年３月分）が引き落とされ

ていることから、同社で同年３月に厚生年金保険の被保険者記録がある

11 人の社会保険料の合計額を算出して比較した結果、引落額は 11 人分

の厚生年金保険料と児童手当拠出金の合計額と一致していることから、

申立人に係る厚生年金保険料は同引落額に含まれていないことが確認で

きる。 

また、同社に係るオンライン記録によると、申立人の氏名は見当たら

ず、整理番号にも欠番は無い。 

 

３ 申立期間③については、申立人は、自分が経営しているＣ株式会社が

設立された平成９年以降で期間は不明だが３年くらい厚生年金保険に加

入していたとしているが、同社に係るオンライン記録によると、同社が

厚生年金保険の適用事業所であったのは、14 年４月１日から同年５月

１日までであり、申立期間③の大部分は適用事業所ではなかったことが

確認できる。 

  また、同社に係るオンライン記録及び登記から、同社が厚生年金保険

の適用事業所であった期間に事業主であった申立人の長男は、申立人の

厚生年金加入について不明としており、申立人に係る厚生年金保険の加

入実態を確認することができない。 

  さらに、同社に係るオンライン記録では、申立人の氏名は見当たらず、

厚生年金保険被保険者は申立人の長男のみとなっている。 

 

４ いずれの申立期間についても、申立事業所に係る法人登記簿に申立人

の氏名が確認できることなどから、勤務していたことはうかがえるもの

の、申立人は厚生年金保険の加入期間について具体的に記憶しておらず、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として全ての申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5543 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年４月１日から同年７月１日まで 

               （株式会社Ａ） 

             ② 昭和 38 年５月 13 日から 40 年９月１日まで 

               （株式会社Ｂ） 

             ③ 昭和 40 年 11 月１日から 43 年１月９日まで 

               （株式会社ＣのＤ工場） 

             ④ 昭和 43 年５月 31 日から同年 12 月 21 日まで 

               （Ｅ所） 

厚生労働省の記録では、申立期間に係る脱退手当金を受給したことに

なっているが、当該脱退手当金は請求しておらず、受給もしていないの

で、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の

請求書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給し

た旨の「脱」表示をすることとされているところ、申立人が現在も所持し

ている申立期間に係る厚生年金保険被保険者証（厚生年金保険被保険者台

帳記号番号：＊）に当該表示が確認できることを踏まえると、申立人の意

思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 

また、申立人の申立期間④に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が

記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは

無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても請求・受給した記憶が無いというほかに



  

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5544 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年７月１日から 33 年５月１日まで 

国（厚生労働省）の記録では、Ａ株式会社に勤務していた申立期間が、

脱退手当金支給済期間となっているが、私は脱退手当金を請求しておら

ず、受給もしていないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間であるＡ株式会社の被保険者期間（22 か月)につい

ては、脱退手当金を受給していないと申し立てているが、この申立期間と

その後に勤務した株式会社Ｂの期間を含めた脱退手当金は、その支給額に

計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 39 年５月

１日）から約５か月後の同年９月 25 日に支給決定されているなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、株式会社Ｂに係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿か

ら、申立人が記載されているページとその前後の６ページに記載されてい

る女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 39

年５月の前後５年以内に資格喪失し、かつ、脱退手当金の受給資格を有し

ていた６人について脱退手当金の支給記録を確認したところ、５人に支給

記録が確認でき、その全員が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支

給決定がなされている上、事業主及び当時の担当者である専務（事業主の

義弟）が既に亡くなっており、代理請求の有無等について供述を得ること

はできないものの、事業主による代理請求がなされた可能性が高いと考え

られる。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5545 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年６月１日から 36 年３月 26 日まで 

             ② 昭和 37 年２月１日から 40 年４月 26 日まで 

             ③ 昭和 40 年９月 21 日から 42 年３月２日まで 

    今回、日本年金機構から届いた通知を見たら、申立期間は脱退手当金

が支給された記録になっている。しかし、私は当時脱退手当金という制

度は知らず、当然受け取った記憶は無い。脱退手当金を受給したとされ

ている期間について、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金はその支給額に計算上の誤りは無い上、申立期間

③に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の

欄には脱退手当金を支給したことを示す「脱」の表示があるなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 


